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経営協議会による確認

【経営協議会の意⾒】
ハード⾯の整備を⾏った上で⼤学が保有するデータの⼀元的な管理を⾏
い、集約したデータを分析した上で、⽬標・戦略などの法⼈の意志決定に
即時に対応できるような体制を構築することが望ましい。
【意⾒への対応】
⼀元的なデータ管理の検討を進め、分析したデータに基づく⽬標・戦略の
企画⽴案に関する機能強化を図り、経営⼒を強める体制の整備を早急に⾏
いたい。

【経営協議会の意⾒】
IR⼈材の確保・育成が⼤学にとって重要な課題となってきている。⽶国の
⼤学や同規模の他国公⽴⼤学などを参考にしながら、IR⼈材の確保とIR機
能の充実を図ることを検討してもらいたい。また、データ分析ができる能
⼒を持つIR⼈材の育成も重要である。
【意⾒への対応】
専任のIR⼈材として恒久的な教員ポストに1名を配置している。専任教員の
増員は厳しいが、分析⼒・企画⼒のある事務系職員をIR担当部署に配置
し、専任教員とのシナジー効果によるIR機能の強化を図っていきたい。

監事による確認

【監事の意⾒】
（全体意⾒）
本学においては、概ね国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に沿った
取組みがなされているものと考える。ただし、ガバナンス・コードに適合
しているとしても、毎年度、取組みの棚卸をしていくことが肝要である。
現状にとどまることなく、より充実したものとなるよう努めて頂きたい。
【意⾒への対応】
引き続き、教育・研究・社会貢献機能を最⼤限に発揮できるような取組を
推進し、社会の要請に応えていきたい。

【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和２年度) 
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国⽴⼤学法⼈琉球⼤学

【監事の意⾒】
（原則１ー１）
法⼈のビジョン、⽬標及び戦略を実現するための道筋については、公表内
容の分かりやすさ、充実に努めて頂きたい。
【意⾒への対応】
ビジョン、⽬標、戦略の策定にあたっては、多様な関係者からの意⾒を踏
まえつつ、これらを実現するための道筋についても、より分かりやすい⼯
夫に努めたい。

【監事の意⾒】
（補充原則１ー２②）
IR機能については、情報収集・活⽤の両⾯にわたり更なる充実・強化に努
めて頂きたい。資源配分⽅策の⾒直しに反映させる仕組みについては、法
⼈は固定的な経費・⼈員ポストの占める割合が⾼く、制約が多い中で、裁
量的な資源配分枠を捻出するなどの⼯夫を⾏っているものと理解するが、
部局ごとの進捗状況や成果、コスト等の検証⽅法の充実に努めて頂きた
い。
【意⾒への対応】
IR機能については、⼤学評価IRマネジメントセンターを中⼼として各部署
が保有するデータの情報把握に努めているところであるが、今後、データ
分析も含めて更なる充実に努めていきたい。
また、関係部局と⼤学評価IRマネジメントセンターの連携により、資源配
分⽅法の充実に努めていきたい。

【監事の意⾒】
（補充原則１−３③）
（補充原則１−３⑥）
「ダイバーシティ推進のための基本⽅針」及び「国⽴⼤学法⼈琉球⼤学事
務系職員の⼈事⽅針」として教職員の採⽤・育成⽅針が⽰されているが、
⼈事評価・昇進も含めた総合的な⼈事⽅針の策定に取り組まれたい。
【意⾒への対応】
監事意⾒を踏まえ、総合的な⼈事⽅針の充実に向けて学内での検討を進め
ていきたい。

【監事の意⾒】
（補充原則１ー３④）
（補充原則１ー３⑤）
（補充原則１ー３⑥）
現状の財務計画（計画期間：6 年）は中期計画期間における直前事業年度の
実績あるいは計画初年度の予算に基づき策定されており、また、各計画数
値は全計画期間の合計値でしか⽰されていない。ミッション、ビジョン、
⽬標の実現のため、法⼈として取り組む努⼒⽬標等を⽰した上で、⽀出及
び収⼊の⾒通しを明確にし、各事業年度において計画の進捗に応じた実績
の検証・分析に資するものであることが望まれる。
【意⾒への対応】
中期計画の収⽀計画を中期的な財務計画として位置付けているが、国の動
向などの変動要因はあるものの、監事意⾒を踏まえ、収⽀計画を補完する
新たな財務計画の策定に向けて⼿法等の検討をしていきたい。

2



国⽴⼤学法⼈琉球⼤学

【監事の意⾒】
（補充原則２ー１ー３①）
⽬標設定、評価及び処遇の在り⽅については、今後とも必要に応じて検討
を進めて頂きたい。
【意⾒への対応】
⽬標設定、評価及び処遇のあり⽅について、丁寧に議論を重ね、慎重に検
討していきたい。

【監事の意⾒】
（補充原則２ー１ー３②）
⽬標設定、評価及び処遇の在り⽅については、今後とも必要に応じて検討
を進めて頂きたい。
【意⾒への対応】
⽬標設定、評価及び処遇のあり⽅について、丁寧に議論を重ね、慎重に検
討していきたい。

【監事の意⾒】
（補充原則３ー４ー１①）
監事の体制については、今後の状況の変化等に応じて、適宜検討を⾏って
頂きたい。
【意⾒への対応】
今後の状況の変化等に応じて、適宜、検討を⾏っていきたい。

その他の⽅法による確認 なし
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国⽴⼤学法⼈琉球⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄

ガバナンス・コードの各原
則の実施状況 当法⼈は各原則を全て実施しています。

ガバナンス・コードの各原
則を実施しない理由⼜は今
後の実施予定等

【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの実施状況】

4



国⽴⼤学法⼈琉球⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄

原則１−１
ビジョン、⽬標及び戦略を
実現するための道筋

本学では、⻑期ビジョンとして次のとおり掲げている。
 ・地域とともに豊かな未来社会をデザインする⼤学
 ・アジア・太平洋地域の卓越した教育研究拠点となる⼤学を⽬指す
⻑期ビジョンの実現に向けて、国⽴⼤学法⼈法第30条及び第31条の規定に基
づき、⽬標・戦略として中期⽬標・中期計画を掲げている。
また、準⽤通則法により、中期計画に基づく年度計画を策定しており、第３
期中期⽬標期間の６年間における中期⽬標・中期計画の達成に向けたロード
マップにより⽅向性を⽰している。

・中期⽬標・中期計画の達成に向けたロードマップ
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2021/01/332b6f571a81b50f80811a6a003962f2.pdf
・琉球⼤学のビジョン
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/idea/
・法⼈情報の公表（第３期中期⽬標・中期計画・年度計画）
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/#b

補充原則１−２④
⽬標・戦略の進捗状況と検
証結果及びそれを基に改善
に反映させた結果等

本学では、各事業年度における業務の実績報告書の作成にあたり、⽬標・戦
略の進捗状況を検証し、検証の結果、成果として認められた取組について当
該年度に係る業務実績として報告書にとりまとめている。
また、前年度の進捗状況、国⽴⼤学法⼈評価委員会による評価結果を踏ま
え、改善を⾏い、その成果を当該年度の実績報告書にとりまとめている。検
証にあたっては、進捗管理システムを活⽤し、琉球⼤学⼤学評価IRマネジメ
ントセンターにおけるフォローアップを踏まえ、琉球⼤学⾃⼰点検・評価会
議で確認を⾏っている。

・法⼈情報の公表（第３期中期⽬標・中期計画・年度計画）
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/#b
・業務の実績に関する報告書
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/#c

補充原則１−３⑥（１）
経営及び教学運営双⽅に係
る各組織等の権限と責任の
体制

国⽴⼤学法⼈法、学校教育法などの関係法令によるほか、国⽴⼤学法⼈琉球
⼤学組織規則及び同規則に基づき制定する各組織に関する規程等を整備し、
各組織等の権限と責任を明確にしている。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学組織規則
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/rule/238/

補充原則１−３⑥（２）
教員・職員の適切な年齢構
成の実現、性別・国際性・
障がいの有無等の観点での
ダイバーシティの確保等を
含めた総合的な⼈事⽅針

「ダイバーシティ推進のための基本⽅針」及び「国⽴⼤学法⼈琉球⼤学事務
系職員の⼈事⽅針」を策定している。
「ダイバーシティ推進のための基本⽅針」においては、若⼿・⼥性・外国⼈
などの研究者を積極的に採⽤及び育成し、多様な発想や視点からの教育・研
究活動の活性化を⽬指すことを本学の基本的な⽅針として掲げている。

・ダイバーシティ推進のための基本⽅針
 https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/diversity/
・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学事務系職員の⼈事⽅針
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2021/02/52d98e130f85146147e731a6ac4ea5b2.pdf

【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】
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国⽴⼤学法⼈琉球⼤学

補充原則１−３⑥（３）
⾃らの価値を最⼤化するべ
く⾏う活動のために必要な
⽀出額を勘案し、その⽀出
を賄える収⼊の⾒通しを含
めた中期的な財務計画

本学では、第３期中期計画において、期間中６年間の収⽀計画を策定してい
る。この収⽀計画には、期間中６年間の本学の⽀出額や運営費交付⾦や学納
⾦、外部資⾦等を含めた収⼊額を⾒込んでおり、中期的な財務計画として位
置付けている。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学の中期⽬標を達成するための計画（中期計画）
 https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2020/10/d07e0c54c5fc7a3d67f6580353d79104.pdf

補充原則１−３⑥（４）及
び補充原則４−１③
教育研究の費⽤及び成果等
（法⼈の活動状況や資⾦の
使⽤状況等）

教育研究⽤の費⽤については、年度ごとに財務報告書（さんみん）を作成
し、冊⼦による公表のほか、本学公式ホームページにおいても公表を⾏って
いる。
また、成果等（法⼈の活動状況や資⾦の使⽤状況等）については、本学公式
ホームページにおいて公表を⾏っている。

・財務計画（さんみん）
 https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2020/11/aedb18360d167d77fd8a88233e191f78.pdf
・財務諸表等決算関係書類
 https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/

補充原則１−４②
法⼈経営を担いうる⼈材を
計画的に育成するための⽅
針

「国⽴⼤学法⼈琉球⼤学の経営等⼈材の確保及び育成の基本⽅針」を策定
し、法⼈経営を担いうる⼈材を計画的に育成するための⽅策を定めている。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学の経営等⼈材の確保及び育成の基本⽅針
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/jinzai.pdf

原則２−１−３
理事や副学⻑等の法⼈の⻑
を補佐するための⼈材の責
任・権限等

本学では、「国⽴⼤学法⼈琉球⼤学理事、副理事、学⻑補佐及び琉球⼤学副
学⻑の職務分担について」において、理事や副学⻑等の法⼈の⻑を補佐する
ための⼈材の責任・権限等を明確化しており、公式ホームページにおいて公
表を⾏っている。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学理事、副理事、学⻑補佐及び琉球⼤学副学⻑の職務
分担について
 https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2020/10/0c7aa424323a910533f3ec3cc1491b1e.pdf

原則２−２−１
役員会の議事録

本学においては、原則として毎週⽔曜⽇を役員会開催⽇としており、役員会
の議事録として「役員会報」を作成し、本学公式ホームページにおいて公表
を⾏っている。

・役員会報
https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/executive_party/
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国⽴⼤学法⼈琉球⼤学

原則２−３−２
外部の経験を有する⼈材を
求める観点及び登⽤の状況

「国⽴⼤学法⼈琉球⼤学の経営等⼈材の確保及び育成の基本⽅針」を策定
し、外部の経験を有する⼈材を求める観点についても定めている。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学の経営等⼈材の確保及び育成の基本⽅針
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/jinzai.pdf
・役員及び役員会の構成
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2020/06/d77b5fc3e96ef5cd28ad8790b79552fb.pdf

補充原則３−１−１①
経営協議会の外部委員に係
る選考⽅針及び外部委員が
役割を果たすための運営⽅
法の⼯夫

「国⽴⼤学法⼈琉球⼤学経営協議会学外委員の選考⽅針」に基づき、外部委
員の選考を⾏っている。
「国⽴⼤学法⼈琉球⼤学経営協議会の運営⽅針」に基づき、経営協議会の運
営⽅法の⼯夫を⾏っている。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学経営協議会学外委員の選考⽅針
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2021/02/keikyousenkou.pdf
・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学経営協議会の運営⽅針
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2021/02/keikyouunei.pdf

補充原則３−３−１①
法⼈の⻑の選考基準、選考
結果、選考過程及び選考理
由

国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑の選考に関する規則第３条の規定により、選考基
準を定めている。また、同規定に基づき、学⻑選考会議において「国⽴⼤学
法⼈琉球⼤学に求められる学⻑像」を制定し公表している。
選考結果、選考過程及び選考理由については、国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑選
考会議から公⽰の「国⽴⼤学法⼈琉球⼤学の次期学⻑予定者について」にお
いて、「国⽴⼤学法⼈琉球⼤学の学⻑予定者」及び「学⻑予定者の選考経
過」として公表している。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑の選考に関する規則
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/rule/225/
・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学に求められる学⻑像
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2019/03/08_3_President.pdf
・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学の次期学⻑予定者
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2021/01/4ce9e9801a79a41a804457c937e4c34f.pdf
・学⻑予定者の選考経過
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2021/01/597c9bee943cc217dac296e12c3628b8.pdf

補充原則３−３−１②
法⼈の⻑の再任の可否及び
再任を可能とする場合の上
限設定の有無

国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑の選考に関する規則第２０条のおいて、次のとお
り規定している。
第２０条 学⻑の任期は、６年とする。
２ 学⻑は再任されることができない。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑の選考に関する規則
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/rule/225/
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国⽴⼤学法⼈琉球⼤学

原則３−３−２
法⼈の⻑の解任を申し出る
ための⼿続き

国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑の選考に関する規則第２１条において解任の審
議、第２２条において解任の請求、第２３条において弁明の機会、第２４条
において解任の是⾮の決定、第２５条において⽂部科学⼤⾂への申出に関す
る事項をそれぞれ規定し、法⼈の⻑の解任を申し出るための⼿続きを定めて
いる。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑の選考に関する規則
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/rule/225/

補充原則３−３−３②
法⼈の⻑の業務執⾏状況に
係る任期途中の評価結果

学⻑選考会議は、国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑選考会議規程第４条第３号の規
定により、学⻑の業務執⾏状況の確認に関する事項を審議することとしてい
る。また、国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑の業務執⾏状況に関する申合せに基づ
き、年に１回、学⻑の任期途中の業務執⾏状況の確認を⾏い、確認の結果を
公式ホームページにおいて公表している。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学学⻑の業務執⾏状況の確認結果について
https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2020/03/db64883f8e712b2bd1bbadfed0fc9261.pdf
・学⻑の業務報告書
https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2020/03/c26f4feca9ef82698fd0297764786f4f.pdf

原則３−３−４
⼤学総括理事を置く場合、
その検討結果に⾄った理由

本学では、現在のところ⼤学総括理事は置いていない。

基本原則４及び原則４−２
内部統制の仕組み、運⽤体
制及び⾒直しの状況

本法⼈は、国⽴⼤学法⼈琉球⼤学内部統制規則第3条の規定により、内部統
制の推進体制として最⾼責任者を学⻑とし、内部統制に係る重要事項は役員
会の議を経て学⻑が決定することとしている。また、内部統制の推進に関す
る業務を総括させるため、内部統制総括責任者を置き、学⻑が指名する理事
を持って充てている。
国⽴⼤学法⼈琉球⼤学内部統制規則第10条の規定により、内部統制システム
の取組について随時⾒直しを⾏い、その充実及び強化を図っていくものとし
ている。

・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学内部統制規則
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/rule/18356/
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国⽴⼤学法⼈琉球⼤学

原則４−１
法⼈経営、教育・研究・社
会貢献活動に係る様々な情
報をわかりやすく公表する
⼯夫

本学公式ホームページにおいて、国⽴⼤学法⼈法、独⽴⾏政法⼈情報公開
法、学校教育法施⾏規則、教育職員免許法施⾏規則、公⽂書等の管理に関す
る法律等に基づく情報公開を適切に⾏っている。
また、公式ホームページの「⼤学情報」では琉⼤のデータをはじめとする
様々な情報を、「⼊試情報」では⼊学試験に関する情報を、「学⽣⽣活」で
は授業・カリキュラム、サークル活動に関する情報を、また、「研究」、
「社会・地域連携」、「国際交流・留学」ではそれぞれ関連する情報を提供
している。さらに、「プレスリリース情報」においては、直近の教育・研
究・社会貢献活動などに関するホットな情報の公表も⾏っている。

・琉球⼤学公式ホームページ
 （和⽂）https://www.u-ryukyu.ac.jp/
 （英⽂）https://www.u-ryukyu.ac.jp/en/
・プレスリリース情報
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/press-media/
・⼤学情報
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/
・⼊試情報
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/
・学⽣⽣活
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/campuslife/
・研究
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/research/
・社会・地域連携
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/social/
・国際交流・留学
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/international/

補充原則４−１①
対象に応じた適切な内容・
⽅法による公表の実施状況

本学公式ホームページにおいて、「⼤学情報」、「学部・⼤学院等」、「⼊
試情報」、「学⽣⽣活」、「研究」、「社会・地域連携」、「国際交流・留
学」の7つのコンテンツをファーストビューに掲載し、それぞれに整理した
情報の発信を⾏っている。
さらに、「⼊学希望者へ」、「在学⽣・保護者へ」、「卒業⽣へ」、「企
業・研究者へ」、「社会⼈・地域へ」のコンテンツを設け、それぞれのス
テークホルダー向けの情報を発信している。

・琉球⼤学公式ホームページ
 （和⽂）https://www.u-ryukyu.ac.jp/
 （英⽂）https://www.u-ryukyu.ac.jp/en/

また、本学公式ホームページのほか、SNSや冊⼦による情報発信も⾏ってい
る。
・公式SNS
  Twitter＞https://twitter.com/univ_ryukyu
  Facebook＞https://www.facebook.com/univ.ryukyu/
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国⽴⼤学法⼈琉球⼤学

・⼤学概要（和⽂、英⽂／紙、web）
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/publications/
・ニュースレター（紙、web）
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/publications/
・財務報告書（さんみん）（紙、web）
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2020/11/aedb18360d167d77fd8a88233e191f78.pdf
・環境報告書（紙、web）
  https://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/koushiki-
hp/20201222environmental-report2020.pdf

補充原則４−１②
学⽣が享受できた教育成果
を⽰す情報

本学では、「⾃由平等、寛容平和」の建学の精神の下、「普遍的価値を⾝に
つけた21世紀型市⺠として、地域社会及び国際社会の発展に寄与できる⼈
材」の育成を掲げており、学⼠課程教育及び⼤学院課程教育における⼈材育
成の⽬的を達成するため、各学⼠教育プログラム及び各⼤学院教育プログラ
ムで学位授与の⽅針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の⽅
針(カリキュラム・ポリシー)を定め学⽣が⼤学で⾝に付けることができる能
⼒と根拠を公表している。

◆学⼠課程
・ディプロマ・ポリシー（DP）Webサイト
https://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/diploma/
・カリキュラム・ポリシー（CP）Webサイト
https://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/curriculum/
◆⼤学院課程
・ディプロマ・ポリシー（DP）Webサイト
https://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/gra_diplomapolicy/
・カリキュラム・ポリシー（CP）Webサイト
https://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/gra_curriculumpolicy/

法⼈のガバナンスにかかる
法令等に基づく公表事項

■独⽴⾏政法⼈等の保有する情報の公開に関する法律第22条に規定する情報
(1)組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
(組織）https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/organization/
(業務）https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/
(財務）https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
(2)組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
(評価）https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/
(監査）https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
■医療法施⾏規則第7条の2の２及び同規則第7条の3に規定する情報
https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/byointyo-r2/
■医療法施⾏規則第15条の4第2項に規定する情報等
http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/information/publicinformation.html
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